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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」の 

改定について 

 

 

今般、国立感染症研究所において、「新型コロナウイルス感染症患者に対

する積極的疫学調査実施要領」が改定されましたので、お知らせいたします。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2559-cfeir/10800-covid19-

02.html 

 

 


